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◎理　事　会

◎通常総代会
※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いします。詳細につきましては後日ご案内致します。
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業のࣾ会的（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権ڭҭのਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�͋ なたにで͖る。
　��ϥイϑスタイルのݟしで、
　　　̍人̍日̍Lgの$02 ʡݮ

　環境変化等に対応するため、中小企業単独では解決困難なテーマ（生産性の向上、取引力の強化、海
外展開、既存事業分野の活力向上、情報化の促進、技術・技能の継承等）について、中小企業連携グルー
プが改善・解決を図り新たな活路の開拓を目指すプロジェクトを支援します。（本事業の支援対象とな
らない事業内容による申請が増えてきておりますので、ぜひ本会までご相談いただきますようお願い申
し上げます。）
　平成29年度事業の募集を開始しました。
　　【支援対象者】�中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業の連

携グループ
　　※�特定非営利活動法人（NPO法人）、公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、３名以上の中

小企業者が共同出資をしていない会社組織（株式会社等）等は支援の対象となっておりませんの
でご注意ください。

　　【応募受付期間】　�平成29年２月８日（水）〜４月28日（金）（消印有効）
　　　　　　　　　　（第１締切�平成29年３月10日（金）、第２締切�平成29年４月28日（金））
　　【補　助　率】　補助対象経費の10分の６以内
　　【補助対象となる事業種類等】事業内容等の詳細は、「各事業募集要綱」を必ずご覧ください。

中小企業連携プロジェクトを支援します
～中小企業活路開拓調査・実現化事業～

平成29年度  長野県中小企業団体中央会
理事会・通常総代会開催のお知らせ

事業の種類 「略称」

■中小企業組合等活路開拓事業
　　調査研究、ビジョン作成、試作開発・実証実験、国内・海外展示会出展・開催

「一般活路」
「展示会」

■組合等情報ネットワークシステム等開発事業
　　基本計画策定／情報システム構築

「NW」

■連合会（全国組合）等研修事業
　　課題解決、戦略的経営管理、活路開拓等研修等

「連合会研修」

日時 �平成29年４月25日（火）午後１時　場所 �長野市「ホテル信濃路」

日時 �平成29年５月23日（火）午後２時　場所 �長野市「ホテルメトロポリタン長野」
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２� ಛू�
	 平成29年度	税制改正のポイントについて
４� ಛू2
	 個人情報保護法改正について
７	 ৴भͷ���ۀا
	 株式会社よしのや（長野市）
12	 தԝձΠϯϑΥϝʔγϣϯ
14	 શதΠϯϑΥϝʔγϣϯ
18	 ҳ͔͢Βͣػ
	 NiKKi	Fron株式会社（長野市）
	 株式会社アンドー（松本市）

ʬҳ　೭ञଂେۛৢञʭ
　େۛৢञ༻のݶۃまでຏ͔Εたおถを༻。
のҬを͜えたڃߴ՛ࢠのようなञ。濃ްで
֨の͋るຯΘいがָしめます。
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　平成29年度税制改正が昨年12月22日に閣議決定されました。
中小企業・中小企業組合に係るポイントを抜粋してご案内します。

1．平成29年度の賃上げ支援が大幅に拡充
　○	所得拡大税制について、中小企業に関しては、現行の支援措置（平成24年度からの給与増額に10％税額控除）
に加え、２％以上賃上げした企業は、前年度からの給与増額の22％税額控除を受けることができるようにな
ります（賃上げに伴う社会保険料負担を上回る控除率）。

　　要件①給与等支給額の総額：平成24年度から一定割合以上増加（下図）
　　　　②給与等支給額の総額：前事業年度以上
　　　　③平均給与等支給総額：
　　　　　（１）前事業年度を上回る　　　　　　（１）賃上げ率２％未満の企業：税額控除10％を維持
　　　　　（２）前年度比２％以上増加　　　　　（２）賃上げ率２％以上の企業：		前年度からの増加額について税額

控除を12％上乗せ

２．中小サービス業の投資減税（固定資産税特例・即時償却）の抜本強化
　○	中小企業等経営強化法の認定を受けた
事業者が利用できる固定資産税特例の
対象（現在は機械装置）に、商店、飲食店、
サービス業等で利用される一定の器具
備品（冷蔵陳列棚、業務用冷蔵庫、介護
用ロボットスーツ等）、建物附属設備（空
調設備、エレベーター等）が追加されま
す。（※一部の地域・業種については、対象外
となります。）	

　○	中小企業投資促進税制の上乗せ措置（即
時償却等）についても対象に器具備品等
が追加され、名称は中小企業経営強化
税制となります（中小企業等経営強化法
の認定が必要）。

　○	中小企業投資促進税制、商業・サービ
ス業・農林水産業活性化税制（30％特別
償却等）は、適用期限が２年間延長され

ます（平成30年度末まで）。

中小企業・小つᶍ事業⪅㛵ಀの 
平ᡂ䠎䠕年度税制改ṇのポイント 

１．䠎䠕年度の㈤上䛢支援がᖜにᣑ 

○ᡤᚓᣑ税制について、中小企業に㛵しては、⌧行の支援ᥐ⨨
（䠎䠐年度䛛らの⤥与ቑຍ㢠に１０䠂税㢠᥍㝖）にຍ䛘、䠎䠂௨上
㈤上䛢した企業は、前年度䛛らの⤥与ቑຍ㢠の䠎䠎䠂税㢠᥍㝖を
受けることができるようになります（㈤上䛢にకう♫ಖ㝤料負担
を上ᅇる᥍㝖率）。 

䛆要件䐡䛇 
平均⤥与等支⤥㢠： 
（１）前事業年度を上ᅇる 
（䠎）前年度比䠎䠂௨上ቑຍ 
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䛆要件䐡䛇前年度௨上、2䠂未満 

1 0 䠂 
᥍㝖 

（１）㈤上䛢率2 䠂未満の場合 

（䠎）㈤上䛢率䠎䠂௨上の企業 
前年度䛛らのቑຍ㢠について
税㢠᥍㝖を１䠎䠂上せ 

（１）㈤上䛢率䠎䠂未満の企業 
税㢠᥍㝖１０䠂を⥔ᣢ 

䛆要件䐟䛇⤥与等支⤥㢠の⥲㢠： 
    平ᡂ24年度䛛ら୍ᐃ割合（ୗᅗ）௨上ቑຍ 

䛆要件䐠䛇⤥与等支⤥㢠の⥲㢠：前事業年度௨上 

1 

䠎．中小サー䝡ス業のᢞ資減税（ᅛᐃ資産税≉・༶時ൾ༷）のᢤ本ᙉ 

○中小企業等⤒Ⴀᙉ法の認ᐃを受けた事業⪅が用できるᅛᐃ
資産税≉のᑐ㇟（⌧ᅾはᶵᲔ⨨）に、ၟᗑ、㣧㣗ᗑ、サー䝡
ス業等で用される୍ᐃのჾලഛရ（෭ⶶ㝞ิᲴ、業務用෭ⶶᗜ、
介ㆤ用ロ䝪ットスー䝒等）、ᘓ≀㝃ᒓタഛ（✵ㄪタഛ、䜶レ䝧ー
ター等）が㏣ຍされます。 䈜୍㒊のᆅᇦ・業種については、ᑐ㇟እとなります。 

○中小企業ᢞ資ಁ㐍税制の上せᥐ⨨（༶時ൾ༷等）についてもᑐ
㇟にჾලഛရ等が㏣ຍされ、ྡ⛠は中小企業⤒Ⴀᙉ税制とな
ります（中小企業等⤒Ⴀᙉ法の認ᐃが必要） 。 

○中小企業ᢞ資ಁ㐍税制、ၟ業・サー䝡ス業・㎰ᯘỈ産業活ᛶ税
制（３０䠂≉ูൾ༷等）は、適用ᮇ㝈が䠎年間ᘏ㛗されます（平ᡂ
３０年度ᮎまで）。 

介ㆤ用䜰䝅ストスー䝒 ✵ㄪタഛ 

䈜䛭れ䛮れ、௨ୗの要件が必要になります。 
  ᅛᐃ資産税≉：生産ᛶ年平均１䠂௨上ྥ上 
  ༶時ൾ༷等：生産ᛶ年平均１䠂௨上ྥ上ཪはᢞ資益率５䠂௨上 

業務用෭ⶶᗜ ス䝏ー䝮䝁ン䝧ク䝅䝵ン䜸ー䝤ン 

2 

෭ⶶ㝞ิᲴ 

䠘᪂たにᑐ㇟となりᚓるჾලഛရ等の䠚 

⌮⨾ᐜᶵჾ（パー䝬ᶵჾ） 

｝現行制度と同様

ಛू̍ɹฏ2�  தখۀاɾதখۀا߹ؔ੫੍վਖ਼ͷϙΠϯτʹ͍ͭͯ

ฏ29��தখۀاɾதখۀا߹ؔ
੫੍վਖ਼ͷϙΠϯτಛू̍
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３．中小企業向け研究開発税制の強化
　○	研究開発費（試験研究のための人件費や経費など）の一定割合（現行12％）を法人税額から控除する研究開発税
制について、研究開発費の増加率が５％を超える場合には、最大17％まで控除割合を上乗せする仕組みが新
たに導入されます。	

　※	控除できる上限について、現行法人税額の25％ま

でのところ、研究開発費の増加率が５％を超える場

合には、10％上乗せ（最大35％まで）する仕組みも

新たに導入。	

　○	ビッグデータ等を活用した第４次産業革命
型の「サービス開発」も支援対象に追加され
ます。

４．法人税軽減税率の延長
　○	協同組合を含めた中小法人の法人税
の軽減税率（所得800万円まで法人税
率を15％に軽減）を２年間延長（平成
30年度末まで）

５．事業承継税制	５人未満企業の雇用要件緩和・生前贈与リスク軽減
　○	事業承継税制の雇用要件（５年間平均８割）について、従業員５人未満の企業が従業員１人減った場合でも適用
を受けられるように見直しが行われます。また、被災や主要取引先の倒産等により売上が減少した場合には雇
用要件が緩和されます。

　○相続時精算課税制度との併用が認められるようになり、贈与税の納税猶予の取消時の納税負担が軽減されます。

６．配偶者控除の見直し
　○	所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150万円（合計所得金額85万円）に引き上げ。控
除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円（合計所得金額123万円）で消失。

　○	納税者本人に所得制限を導入。
　　	給与収入金額1,120万円（合計所得金額900万円）で控除額が逓減を開始し、1,220万円（合計所得金額1,000万円）
で消失。

　なお、平成29年度税制改正（中小企業・小規模事業者関係）の概要等につきましては、中小企業庁のホームペー
ジをご覧ください。
　［ホームページ］	http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei.htm

３．中小企業ྥけ◊✲開Ⓨ税制のᙉ 

○◊✲開Ⓨ㈝（ヨ㦂◊✲のための人件㈝や⤒㈝な䛹）の୍ᐃ割合
（⌧行１䠎䠂）を法人税㢠䛛ら᥍㝖する◊✲開Ⓨ税制について、◊
✲開Ⓨ㈝のቑຍ率が５䠂を㉸䛘る場合には、᭱１䠓䠂まで᥍㝖
割合を上せする⤌䜏が᪂たにᑟධされます。 

※᥍㝖できる上㝈について、⌧行法人税㢠の䠎５䠂までのとこ䜝、◊✲開Ⓨ㈝のቑຍ率
が５䠂を㉸䛘る場合には、１０䠂上せ（᭱３５䠂まで）する⤌䜏も᪂たにᑟධ。 

○䝡ッグ䝕ータ等を活用した➨䠐ḟ産業㠉ᆺの「サー䝡ス開Ⓨ」も
支援ᑐ㇟に㏣ຍされます。 

䠐．法人税の軽減税率はᘏ㛗 

○法人税の軽減税率（ᡤᚓ８００まで企業の䠎３．䠐䠂を１５䠂
に軽減）は䠎年間ᘏ㛗されます（平ᡂ３０年度ᮎまで）。 
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 䝉ンサーによって収㞟した、㎰స≀やᅵተに
㛵する䝕ータやẼ㇟䝕ータ等を⤌䜏合わせศ
ᯒし、㎰ᐙが᭱適な㎰స業をできるような㎰業
支援ሗを㓄ಙするサー䝡スをᥦ౪ 

㎰ᐙを支援するサー䝡ス ಶ人にᛂ䛨た䝦ルス䜿䜰サー䝡ス 

ಶ人の㐠動や╧╀≧ἣ、㣗事、య㔜、ᚰᢿ等
のᗣ䝕ータをศᯒすることで、各ಶ人に᭱
適なフ䜱ット䝛ス䝥ランや㣗生活の᥎ዡや、
㝔受デ່ዡを行うサー䝡ス 

䠘᪂たにᑐ㇟となる「サー䝡ス開Ⓨ」の事䠚 

ヨ㦂◊✲㈝のቑຍ率が 
５䠂を㉸䛘る場合 

ヨ㦂◊✲㈝のቑຍ率が 

５䠂௨ୗの場合 

䠘᥍㝖できる割合䠚 
 ◊✲開Ⓨ㈝の １䠎䡚１䠓䠂 
䠘᥍㝖できる上㝈䠚 

 法人税㢠の  ３５䠂まで 

䠘᥍㝖できる割合䠚 
 ◊✲開Ⓨ㈝の １䠎䠂 
䠘᥍㝖できる上㝈䠚 

 法人税㢠の  䠎５䠂まで 

対　　象 本則税率 租特税率

中小法人
（資本金１億円以下の法人）

年800万円以下の
所得金額

19％ 15％

５．事業承継税制 ５人未満企業の雇用要件緩和・生前贈与リスク軽減 

○事業承継税制の雇用要件（５年間平均８割）について、従業員５人
未満の企業が従業員１人減った場合でも適用を受けられるように
見直しが行われます。また、被災や主要取引先の倒産等により売
上が減少した場合には雇用要件が緩和されます。 

○相続時精算課税制度との併用が認められるようになり、贈与税の
納税猶予の取消時の納税負担が軽減されます。 

６．株式の評価方式の見直し 

○取引相場のない株式の評価方式について、上場株価の急激な変
動、上場企業のグローバル展開の影響や、中小企業の収益の改
善を中小企業の株価に過度に反映しないよう、類似業種比準方式
等の見直しが行われます。 

（参考）相続税と贈与税の税率構造

相続時精算課税制度との併
用で、取消時の納税負担が
ここまで軽減

これまでの贈与税の納税猶予の
取消時の納税負担

4 

本資料でご紹介した税制をご活用される場合には、各種中小企業支援のための法律の申請等が必要
となる場合もありますので、中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」に掲載されている各種のパンフレッ
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個人情報の定義の明確化

　「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定
の個人を識別することができることとなるものを含む。）」をいいます。今回から新たに個人識別符号や
公的な番号が追加されました。

ʮݸਓใʯͷʮऔѻ͍ͷϧʔϧʯ
͕վਖ਼͞Ε·͢

　個人情報保護法が2005年４月に全面施行されてから12年が経
過し、その間、急速に情報通信技術が発展し、制定当時には想定
されていなかったさまざまな問題が顕在化するようになりました。
　そのような状況を受け、個人情報の保護を図りつつ、パーソナ
ルデータの利活用を促進することによる、新産業・新サービスの
創出と国民の安全・安心の向上の実現のために、個人情報保護法の改正が昨年末に閣議決定され、
今年の５月30日から全面施行されます。

特集２

個人識別符号とは
　政令・委員会規則で以下の番号・符号を個人識別符号と規定。
　ᶃ	%N"、إ、࠼、、า行のଶ様、ख指の੩຺、指・ঠを電子計算機のために変換した
符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基
準に適合するもの

　ᶄ�公的な൪߸（ཱྀ݊൪߸、基ૅ年金൪߸、໔ڐ証൪߸、ॅຽථίーυ、マΠφンόー、各種อݥ
証のඃอݥ者൪߸等）

ಛू̎ɹʮݸਓใʯͷʮऔѻ͍ͷϧʔϧʯ͕վਖ਼͞Ε·͢
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●要配慮個人情報について
　	　人種、信条、病歴など不当な差別、偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」と定め、
原則として本人の同意を得ることが義務化されます。また、要配慮個人情報はオプトアウトによって
第三者提供をすることはできません。
●個人情報データベース等の除外について
　　個人情報データベース等の利用方法から見て個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除外。
●小規模取扱い事業者への対応
　	　これまでは「保有する個人情報の数が5,000以下の事業者」には個人情報保護法が適用されませんで
したが、今回の改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となります。

	

適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

●匿名加工情報
　	　特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを「匿名加工情報」と定義し、
その加工方法を定めるとともに事業者による公表などその取扱いについての規律を設けました。
●利用目的の制限の緩和
　	　個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定を緩和しまし
た。
●個人情報保護指針
　	　認定個人情報保護団体が個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くとともに個人
情報保護委員会に届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

個人情報取扱事業者とは
　情報処理やソフトウェア開発等をしている会社ばかりが対象ではありません。
　下記を業務に使っている会社は「個人情報取扱事業者」となります。また、法人に限定されず、
営利か非営利かも問われないため、個人事業主やNPO・自治会・PTA等の非営利組織であっても、	
「個人情報取扱事業者」となります。

個人情報データベースに該当する事例

・		メールソフトのアドレス帳、仕事で使う携帯電話の電話帳、ソフトウェア等でリスト化された従
業者や顧客台帳
・	五十音別に整理し、インデックスを付してファイルしている登録カード

例外
義務規定の適用除外

①報道機関が報道活動の用に供する目的
②著述を業として行う者が著述の用に供する目的
③学術研究機関等が学術研究の用に供する目的
④宗教団体が宗教活動の用に供する目的
⑤政治団体が政治活動の用に供する目的
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個人情報の流通の適正さを確保（名簿業者対策）

●オプトアウト既定の厳格化
　	　オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ
届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。
	●トレーサビリティの確保
　	　受領者は提供者の氏名やデータの取得経過等を確認、記録し、一定期間その内容を保存。また、提
供者も、受領者の氏名等を記録し一定期間保存。
●データベース提供罪
　	　個人データベース等を取り扱う事務に従事する者または従事していた者が、不正な利益を図る目的
でその個人情報データベース等を第三者に提供し、または盗用する行為を処罰。

個人情報保護委員会の新設およびその権限

●個人情報保護委員会
　	　内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設（番号法の特定個人情報保護委員会を改組）し、現
行の主務大臣の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を追加（なお、報告徴収および立
入検査の権限は事業所轄大臣等に委任可）。

個人情報の取扱いのグローバル化

●外国事業者への第三者提供
　	　個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、または本人同意
により外国への第三者提供が可能。
●国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供
　	　物品やサービスの提供に伴い、日本の住居者等の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者に
ついても本法を原則適用。また、執行に際して外国執行当局への情報提供を可能とする。

請求権

●開示、訂正等、利用停止等
　	　本人による開示、訂正等、利用停止等の求めは、裁判所に訴えを提起できる請求権であることを明
確化。

各種お問合せ窓口等

●個人情報保護法質問ダイヤル（個人情報保護委員会）
　電話番号／03-6457-9849　　受付時間／土・日・祝日および年末年始を除く		９:30～17:30
●長野県総務部情報公開・法務課
　電話番号／026-235-7059

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

●長野県中小企業団体中央会
　本部および各事務所
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1637年（寛永14年）	 	２代藤井伊右衛門昌長　善光寺西之門にて酒造業創業　屋号藤屋
1743年（寛保３年）	 	７代藤井伊右衛門重昌　屋号を吉野屋に改める
1894年（明治27年）	 13代藤井伊右衛門昌隆　味噌醸造兼業
1924年（大正13年）	 13代藤井伊右衛門昌隆　長野市桐原に酒造分工場開設
1926年（大正15年）	 14代藤井伊右衛門昌邦　	桐原工場で合成清酒・焼酎製造

兼業
1945年（昭和20年）	 	14代藤井伊右衛門昌邦　桐原工場で原料酒精製造業兼業
1946年（昭和21年）	 14代藤井伊右衛門昌邦　株式会社よしのや設立
1960年（昭和35年）	 北信の酒造会社６社で清酒壜詰・販売を協業化
1974年（昭和49年）	 代表取締役　藤井一章　就任
1995年（平成７年）	 複合観光施設「善光寺外苑西之門」開業　
2002年（平成14年）	 代表取締役　藤井信太郎　就任
2011年（平成23年）	 善光寺外苑西之門内の自社製品販売店舗を全面改装

　初代藤井藤右衛門が善光寺大本願尼公上人様にお供して、京都よ
り移り、1637年（寛永14年）、２代目藤井伊右衛門昌長が善光寺西
之門の地で酒造業を創業しました。1847年（弘化４年）の善光寺地
震により、酒蔵等は全壊・全焼しましたが、力を合わせながら復興
し、地域の需要に対応してきました。その後、13代、14代藤井伊
右衛門は明治から戦時体制までは長水地区の酒造業首座として戦
時統制経済の県下責任者となり、地域の酒造や味噌醤油の同業組合
を創立して牽引してきました。さらに戦時下には酒造・酒販企業整
備の県内責任者として、国策に協力してきました。1995年（平成７年）に清酒工場見学コース・蔵元直営
販売店・旬の食材を活かした季節感のあるメニューや自社製品を楽しめる「レストランさくら」を配する
複合観光施設「善光寺外苑　西之門　よしのや」をオープンし、善光寺に一番近い蔵元として、参拝客の
滞在時間延長という門前町の悲願達成に寄与しています。平成23年には「善光寺外苑西之門」の自社製品
販売店舗を全面改装し、試食、試飲だけではなくお酒の知識など、より西之門の魅力をPRできるように

しました。
　蔵元よしのやは清酒造りで培った米こうじ造りの技術を生かした
味噌、漬物、甘酒なども製造しています。酒米の王者といわれる山
田錦の精米歩合35％だけで造られた大吟醸甘酒は高級和菓子のよう
な甘酒として大変好評です。
　16代目にあたる藤井信太郎氏は酒造だけでなく、醸造業で培った
米こうじづくりの技術を生かし、独創的で常に新しい商品づくりに
取り組んでいます。

৴भͷ�ʓʓۀا
ɹࣾձࡁܦͷมભͷ中に͋ͬてଟにわͨΓࣄ業をܧଓ͠ɺ
Ҭࣾձに͠ݙߩて͖ͨฮ企業を͝հ͠·͢ɻ

ʣࢢձࣾΑ͠ͷʢࣜג

ୈ12ճ

事 業 内 容　�ਗ਼ञ・リΩϡール・
ञ・ຯଞ

　　　　　　　�ञ類ൢചٴͼ
工場ซઃҿ৯ళ

　業　年　1�3�年（Ӭ1�年）
業時の߸　౻
業時の事業　�ਗ਼ञ

ձࣾΑ͠ͷࣜג
長野市େࣈ長野೭ொ9�1

 主なあゆみ
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サイバーセキュリティ対策は万全ですか！
～２月１日から３月18日までサイバーセキュリティ月間です～

　政府では、２月１日から３月18日までをサイバーセ
キュリティに関する普及啓発強化月間としています。
　個人や中小企業において、不審なメールによる情報
漏えい被害や個人情報の流出など、サイバーセキュリ
ティに関する問題が多く発生しています。
　サイバー空間では、「秒進分歩」で技術が発達して

います。「１年前に対策したから大丈夫。」では対応で
きません。警察の調査では昨年上半期において、１つ
のIPアドレスに対し、約1,100件／１日の攻撃があり
ました。今この時にも、悪意のある者は、あなたの個
人情報や企業情報を狙っています。これを機にセキュ
リティ対策を見直してみませんか。

インターネットに⧅がる䝰䝜は「/oT（/nternet of Things）機器」䛸䜀䜜
ています。
世⏺୰でウイルスにឤᰁした/oT機器がサイバー攻撃を行っています。
もしかしたら、会♫にタ⨨してある㜵犯カメラがサイバー攻撃を行って
いるかもし䜜ません͙。

ͳϓංἝᾃーὶᾇᾌ!!

ၘὯメラἝサイバー!?

サイバー攻撃䛸いうゝⴥを䝙ュースや᪂⪺で⪺く䛣䛸
がከくなった䛸ᛮいませんか䠛
䛭うです、サイバー攻撃が῝้化しています。

サイバー攻撃者は、セキュリティ対策が༑ศでない
୰ᑠ企業をター䝀ットにしています。

Ϝቅのάᾩリᾊὧを確認してくἱἦい

ሦ៍ἝẩセキュリティࡠጇἿዶ͜ฦ

防犯カメラなどのIoT機器
サイバー
攻撃者

指令サーバ

①サイバー
攻撃の指令

③サイバー攻撃

ウイルス感染!!

②’サイバー攻撃
の指令受取

②通信

攻撃対象の
サーバ

ၘὯメラἿឥࠪὓሦ៍ἨἨ
ɪ άᾩリᾊὧのჼいၘὯメᾭᄏѿはͪᄖͳに信ἦれてしまうפᓞ৮もἓὛまἪɪ

うܢのГщ
ᡸᄁГщ

ϓංᾚᾭᾷド
信ᄄ信ᮿ

όーᾔ・ᾕᾁίᾷの
άᾩリᾊὧ

ᾋーᾃのЩࠊຢ
イᾷᾃーᾑᾇᾌჟܻ

長野県警察䝅ン䝪ル䝬ス䝁ット
「ライ䝫くん」

インターネットに⧅がる䝰䝜は「/oT（/nternet of Things）機器」䛸䜀䜜
ています。
世⏺୰でウイルスにឤᰁした/oT機器がサイバー攻撃を行っています。
もしかしたら、会♫にタ⨨してある㜵犯カメラがサイバー攻撃を行って
いるかもし䜜ません͙。

ͳϓංἝᾃーὶᾇᾌ!!

ၘὯメラἝサイバー!?

サイバー攻撃䛸いうゝⴥを䝙ュースや᪂⪺で⪺く䛣䛸
がከくなった䛸ᛮいませんか䠛
䛭うです、サイバー攻撃が῝้化しています。

サイバー攻撃者は、セキュリティ対策が༑ศでない
୰ᑠ企業をター䝀ットにしています。

Ϝቅのάᾩリᾊὧを確認してくἱἦい

ሦ៍ἝẩセキュリティࡠጇἿዶ͜ฦ

防犯カメラなどのIoT機器
サイバー
攻撃者

指令サーバ

①サイバー
攻撃の指令

③サイバー攻撃

ウイルス感染!!

②’サイバー攻撃
の指令受取

②通信

攻撃対象の
サーバ

ၘὯメラἿឥࠪὓሦ៍ἨἨ
ɪ άᾩリᾊὧのჼいၘὯメᾭᄏѿはͪᄖͳに信ἦれてしまうפᓞ৮もἓὛまἪɪ

うܢのГщ
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ϓංᾚᾭᾷド
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όーᾔ・ᾕᾁίᾷの
άᾩリᾊὧ

ᾋーᾃのЩࠊຢ
イᾷᾃーᾑᾇᾌჟܻ

長野県警察䝅ン䝪ル䝬ス䝁ット
「ライ䝫くん」

長野県警察本部サイバー犯罪対策室からのお知らせ
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　長野県警察本部サイバー犯罪対策室では、今後もサイバーセキュリティに関する情報をご提供させていた

だきます。ご不明な点などございましたらご連絡ください。

　長野県警察本部  生活安全部  生活環境課  サイバー犯罪対策室　電話 026-233-0110

☆昨年上半期で全国の警察が把握した標的型
メールは、１，９５１件
☆長野県内でも被害相談あり！
☆攻撃対象の企業・従業員等について
周到な事前調査を行うなど、

悪質・巧妙化！

２月１日から３月１８日はサイバーセキュリティ月間！

標的型メールに注意！！

長野県警察本部サイバー犯罪対策室からのお知らせ

0
500

1000
1500
2000
2500

H26上 H26下 H27上 H27下 H28上

216

1,507 1,472

2,356
1,951

標的型メール攻撃の推移（全国）

＜標的型メールの一例＞

Subject：研修会のお知らせ
Date：Fri, 27 Feb 2017 12:00:00  +0800

From：●●振興会事務局＜shinko@free.xxx＞
To：taro_yamada@nagano.xx.jp

会員各位

いつもお世話になっております。
来週の研修会、よろしくお願いいたします。
詳細は、添付ファイルをご確認ください。
===============================
●●振興会事務局 長野支部
shinkokai_jimukyoku@xxx.or.jp

研修会資料．ｚｉｐ

【攻撃者】
１ メール送付
（不正プログラム添付）

不正プログラム
感染！

２ メール開封

【外部サーバ】【外部サーバ】

３ 自動接続

４ 情報の窃取

【企業・官公庁】

＜標的型メールの注意点＞
日本からのメール
なら「+０９００」では？

フリーのメール
アドレスが使われ
ている！

文面に詳細な記載がな
く、添付ファイルを開か
せようとしている！

実行ファイル(.ｅｘｅ）
は要注意！
「ｚｉｐ」も偽装のため
では？

・ 全体の８５％がばらまき型
・ 送信先の８０％以上が
非公開のメールアドレス
・ 添付ファイルは９９％が圧縮
ファイル形式！
・ ９０％以上が送信元アドレス
を偽装！

情報セキュリティ１０大脅威２０１７（組織編）

順位 「組織」の１０大脅威 昨年順位

１位 標的型攻撃による情報流出 １位

２位 ランサムウェアによる被害 ７位

３位 ウェブサービスからの個人情報窃取 ３位

４位 サービス妨害攻撃によるサービス停止 ４位

５位 内部不正による情報漏えい・業務停止 ２位

６位 ウェブサイトの改ざん ５位

７位 ウェブサービスへの不正ログイン ９位

８位 ＩｏＴ機器の脆弱性の顕在化 ランク外

９位
攻撃のビジネス化
（アンダーグラウンドサービス）

ランク外

10位 インターネットバンキングやクレジット
カード情報の不正利用 ８位

不審に思ったら、
電話等で相手に直接
確認してみましょう！

参照：独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）
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　第32回長野県伝統工芸品展が１月25日～31日ま
での間、本会と長野県・長野県伝統工芸品産業振
興協議会との共催により松本市の井上百貨店で開
催されました。
　経済産業大臣指定伝統的工芸品の信州紬、松本
家具、木曽漆器など７産地、県知事指定伝統的工
芸品の農民美術、お六櫛、信州竹細工など15産地
のほか県内伝統工芸品の洗馬焼、松本押絵雛、松
本箒など６産地の信州の伝統的工芸品、伝統工芸
品が並び、工芸品の展示販売「匠の技」を間近で
見ることができる実演や、自分だけの作品を製作
できる体験コーナーも設置され、会期中は大勢の
来場者でにぎわいました。
　今回は「未来へつなぐ職人の技」をテーマに開
催され、特別企画として「若手職人によるトーク
ショー」が行われました。28日に開催されたトー
クショーでは、信州紬（上田紬）の若手職人の小
岩井良馬さんと小岩井カリナさん（平成28年12月
に姉弟両名で、経済産業省の国指定伝統的工芸品

の伝統工芸士試験に合格）、内山紙の若手職人の
阿部拓也さん（平成22年2月に経済産業省から内
山紙の伝統工芸士として認定）、全国的にも注目
されている松本箒の若手職人米澤資修さん、そし
て聞き手（コーディネーター）として全国の伝統
的工芸品の中でも卓越したブランド力を持つ松本
家具の池田素民さん（長野県伝統工芸品産業振興
協議会副会長）が出演されました。池田さんがコー
ディネートし、それぞれの産地の現状や原材料な
どの状況を問いかけ、そしてまた、若手職人が新
たに製作する工芸品に対する思いや特徴を語り、
大変興味深いトークショーでした。それぞれの伝
統工芸品にとって環境的には厳しい状況もありま
すが、それぞれの課題を明確にし、また未来への
展望等についてそれぞれの思いを語られました。
　若い世代に伝統の魅力を伝える取り組みとし
て、近隣の小学校から製作体験希望校を招待し内
山紙の紙漉きはがきの製作や飯山仏壇の金箔押し
のメダル製作の体験を行いました。今年は３校か

第32回長野県伝統工芸品展
～未来へつなぐ職人の技～ 開催!!
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ら申し込みがあり、３・４年生合計283名の児童
が参加されました。内山紙や飯山仏壇の歴史や技
術を学び、実際にその技術を体験した児童からは、
「面白かった」「また体験したい」と好評で、伝統
技術に楽しく触れ合っていただきました。学校で
事前に県内の伝統工芸品について学習しているク
ラスもあり、本物の伝統工芸品を間近で触れ合う
ことのできる機会ということで、会場内にいる県
内各地で作られている伝統工芸品の職人の話にも
熱心に耳を傾け、職人とのふれあいを楽しんでい
ました。また、職人の方々にとっても、小学生の
生の声を聞けることは貴重な機会となりました。
　オリジナル作品が作れるワークショップでは、
大人も楽しんでいただけるものを用意し、時間を
かけてじっくりと作品製作に取り組んでいただき
ました。信州紬のコースター作りでは、手機織り
の珍しさから体験される方も多く、レクチャーを
受けた後はテンポよく機織りを動かし作品を織り
上げていました。また土日限定で実施された小学
生の無料体験では、多くの家族連れの方が来場さ
れました。若い世代に工芸品の魅力を伝えるため、
木曽漆器、信州紬、松本家具、長野県農民美術、
信州手描友禅、松代焼、松本箒、白樺工芸品の製
作体験が行われ、多くの子供たちが列をなし夢中
に自分だけの工芸品製作に没頭していました。子
供たちはワークショップを通して、ものづくりの
楽しさや難しさをより身近に感じていました。

　匠の技を間近に感じることができる実演では、
信州紬、松本家具、南木曽ろくろ細工、長野県農
民美術、信州竹細工、信州手描友禅、お六櫛、松
本押絵雛、松本箒、白樺工芸品の10産地の職人が
真剣な眼差しで工芸品を製作する姿に多くの方が
足を止め、興味深そうに見入っていました。特に、
テレビ等で取り上げられることが多かったお六櫛
の製作実演には多くの方が注目し、小型の鋸で櫛
の歯を削り出す職人技に見入っていました。クラ
フトフェアで有名な松本市において、歴史と地域
に根ざした伝統的工芸品や職人の姿を、市街地の
百貨店において子供達に伝えることは、大変意義
があり、今回パブリシティ効果から、県外からの
お客様も増え、信州の伝統的工芸品のポテンシャ
ルを感じる展示会となりました。
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　２月９日（木）、長野市ホテルメト
ロポリタン長野において、県内の企
業経営者で構成されている長野県経
営品質協議会（事務局：長野県中小
企業団体中央会）が主催する「長野県
経営品質推進フォーラム」が開催さ
れ、124名が出席しました。
　はじめに長野県経営品質賞の表彰
式が行われ、経営革新に取り組み、
経営品質向上プログラムが高く評価
された株式会社クア・アンド・ホテ
ル信州健康ランド（塩尻市）が長野県
知事賞を受賞して、太田寛副知事か
ら表彰状と楯が手渡されました。
　奨励賞には塚田理研工業株式会社
（駒ケ根市）、プログレス賞には山清電気株式会社（安曇野市）が受賞しました。続いて受賞企業の報告
会と基調講演が行われ、フォーラムは盛況のうちに終了しました。
　長野県経営品質協議会では、今回のフォーラムを通じて、優良企業の事例を広めながら、県内の活
力ある組織や企業の育成指導、経営革新へ向けての活動支援、好循環な競争力を高める活動を推進し
て行きます。

「長野県経営品質推進フォーラム－2016年度年次大会－
表彰式及び受賞報告会が開催されました」

　～長野県経営品質協議会～

ʪݝࣄʫड৫ɿࣜגձࣾΫΞɾΞϯυɾϗςϧɹ৴भ݈߁ϥϯυ
　「2016年度版日本経営品質賞アセスメント基準書」に基づき、３名の審査チームによる書類
審査、現地審査の結果、①テナントも含めた全従業員一体となった各種活動の実践、②さまざ
まな機会を通したお客様理解と対応及び改善の取り組み、③企画・サービスプロセスの充実と
効率化を追求した業務運営の３点が特に優れた「強み」と評価されました。　
ʪྭʫड৫ɿ௩ాཧࣜגۀݚձࣾ
　２名の審査チームによる審査の結果、①トップ自らによる、全社員とのコミュニケーション
と社員第一の職場環境づくり、②業界トップレベルの環境配慮設備や地域社会との良好な関係
による取引先からの信頼獲得、③高い技術力が成し得た加飾選択の幅広さと、それを活かした
デザイナーを取り込んだ営業戦略が強みと評価されました。
ʪϓϩάϨεʫड৫ɿࢁਗ਼ిࣜגؾձࣾ
　２名の審査チームによる審査の結果、理想の姿を実現させる歩みを具体化し続けており、①
社員の主体性を育て入社して良かったと思える会社づくり、②社員も納得するビジョン構築へ
向けた取り組み、③顧客に寄り添ったサービス・商品の提供強化が強みと評価されました。

����ɹܦݝӦ࣭ͷධՁポΠϯト

株式会社クΞ・Ξンυ・ホテル　信भ݈߁ϥンυ

長野県知事賞受賞
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本会正副会長・支部長合同会議、全国大会特別委員会を開催
　２月28日（火）、長野市長野バスター
ミナル会館において平成28年度本会
正副会長・支部長合同会議、全国大
会特別委員会（委員長：唐沢政彦本会
副会長）を開催しました。
　今年10月26日（木）に松本市キッセ
イ文化ホールで開催する第69回中小
企業団体全国大会の概要について協
議しました。
　県内の魅力あるものづくり産業や地場産業をどうやって県外からの参加者へ発信していくか、また関

係する中小企業組合等をどのように
活用しPRにつなげていくのか、県内
の魅力ある観光資源の情報発信、お
もてなし等々について活発な意見交
換が行われました。
　第69回中小企業団体全国大会の成
功に向けて、全国大会特別委員会を
核として、着々と準備を進めています。

連合長野との懇談会を開催
　２月16日（木）、ホテルJALシティ長野で
連合長野（日本労働組合総連合会長野県連
合会）と春季生活闘争申し入れ懇談会を開
催しました。
　本会より春日英廣会長、若林邦彦、唐沢
政彦両副会長をはじめ労働問題協議会役員、
労働関係委員など９名、連合長野からは中
山千弘会長、副会長、事務局長ら９名が出
席して、中山会長から春日会長への申し入
れを受け、活発な意見交換を行いました。
　本会からは、大企業中心の緩やかな回復
基調は県内の中小企業までは波及していな
いこと、２月15日に公表した１月期の景
況アンケートによれば、不透明な見通しで
はあるものの、賃上げや雇用等については
検討している企業があることなど現状につ
いて説明しました。また、要求基準等に関
しては中小企業・小規模事業者の経営環境
等の現状について理解を求めました。
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●税制・金融合同専門委員会を開催
　全国中央会では、１月30日、税制・金融合同専門委員会を開催しました。
　第68回中小企業全国大会での決議要望の結果報告が行われたほか、中小企業庁吉村財務課長
から平成29年度中小企業関係税制改正のポイントについて、小林金融課長から信用補完制度見
直しについて講話をいただきました。その後、講話をいただいた内容について質疑応答、意見
交換が行われました。

●大村会長、「第６回働き方改革実現会議」（議長：安倍総理）にて意見陳述
　大村会長は、２月１日、総理大臣官邸で開催された「第６回働き方改革実現会議」（議長：
安倍総理）に出席し、長時間労働の是正について意見を述べました。
　席上、大村会長は、①時間外労働の上限規制を設ける必要はあるが、その上限は、業務の繁
閑や取引先との突発的なトラブル対応等のため、少なくとも、複数月などの平均を含め、労災
の過労死の認定基準を参考に設定すること、②
現在の上限規制の適用除外業種については、例
外とされてきた背景や構造的な人手不足などさ
まざまな角度から慎重な検討が必要であること、
③インターバル規制については、将来に向けた
検討課題とすること等を訴えました。

●大村会長、「第７回働き方改革実現会議」（議長：安倍総理）にて意見陳述
　大村会長は、２月14日、総理大臣官邸で開催された「第７回働き方改革実現会議」（議長：
安倍総理）に出席し、長時間労働是正、高齢者雇用について意見を述べました。
　席上、大村会長は、労働時間規制は、従業員の健康の観点に加え、生産性を高める観点から
必要はあるが、取引先からの急な短納期発注や突発的なトラブル対応等があるため、長時間労
働の是正に向けては、①一律、月単位でない柔軟な設定、②大企業側の取組み、商慣行に係る
意識改革、③突発的な事態への配慮、④建設業、運送業など現在の上限規制の適用除外業種か
らの「生の声」や実態の把握等を訴えました。

　また、高齢者雇用については、深刻化
する人手不足の下、定年退職者の継続雇
用がますます重要となっていることから、
①再教育訓練、②ロボット・ＩＴの導入、
③高齢者のための設備改善などが一層必
要であることを主張しました。

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ઐ理事、中小企業ி٢ଜ財課長ڮ∁ら͔ࠨ
、ら中小企業ி小ྛ金༥課長、平੫੍ҕһ長͔ࠨ
　　　内金༥ҕһ長

ٞ長ɿ҆ഒ総理 େଜ会長（खલ͔ら２人目）

҆ഒ総理とେଜ会長（खલ一൪ӈ）
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　最近、「働き方改革」「一億総活躍社会の実現」というような言葉をよく耳にします。一億総活躍社会
とは、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、家庭で、
職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる、いわば全員参加型の社会であり、現在それを取り
巻く環境等の整備が大変重要な課題（「働き方改革」もその一つ）となっています。そこで今回は、
一億総活躍プランの一つでもある「介護離職ゼロに向けた取組」について記載します。

�ɽʮࣄͱհޢͷཱ྆ࢧԉʯʹ͍ͭͯ
　	　私は、平成28年度より「中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業」（厚生労働省委託
事業）において、育児プランナー及び介護プランナーとして、長野県及び隣接他県の企業様へ、仕事
と介護又は育児の両立支援の取組について訪問支援をしております。介護休業は、法律上通算93日で
すが、「93日間で介護が終わらなかったらどうするのか」「将来に備え会社の両立支援制度を整備した
い」といった相談が多くあります。
　	　大企業では、介護休業が１年～２年などと日数が多かったり、有給休暇の積立制度利用に介護の事
由でも利用できるケースがあったりします。ただ日数が多くても、実際は、昇進に響くのではないか、
と不安のある方もいて取得できない状況もあるようです。
　	　介護休業は、主に家族の介護をする休みではありません。介護に要する期間は平均５年～10年と言
われておりますので、93日では通常足りません。この93日間は、仕事と介護の両立をするための準備
休業として使っていただくことをお勧めします。
　	　具体的には、仕事を続けるために、介護サービスを利用するには、介護認定を受け、ケアマネとプ
ランの作成が必要です。また介護サービスを受けても落ち着くまでに日数を要しますので、そういっ
た部分に休業を使います。一方、企業側は社員の両立のための働き方について検討します。具体的に
はテレワーク制度を導入したり、管理職のような立場の方であれば、サブリーダーを配置したりする
ケースもあります。両立のための働き方は、業種、職種等により異なりますので、個々に「介護支援
プラン」を作成して支援を行うと良いです。また、一度復帰して仕事と介護の両立ができるようになっ
ても、要介護状態が変わることもありますので、その場合には、再度介護休業または介護休暇等を使
います。このような介護休業の活用を可能とするために、先日の法改正で、介護休業は「単なる通算
93日」から「分割取得可能の通算93日」に改正されました。

̎ɽॿۚͷ׆༻ʹ͍ͭͯ
　	　仕事と介護、または仕事と育児の両立支援の取組を行う中小企業は、両立支援等助成金（「介護離
職防止支援助成金」「育休復帰支援プランコース」）の活用ができます。実際に、介護休業や育児休業
を取得する方がいて、一定の条件を満たした場合に、最大60万円の助成金が支給されます。

　是非、皆様の会社においても、両立支援についての取組を行い、いつ介護休業者等が出ても対応でき
るよう準備をされておくことをお勧めします。

How To
労 務 管 理

特定社会อݥ࿑࢜

中ଜ　ޫࢯ��ࢠ

Recipe

ʮհޢ৬θϩʹ͚ͨऔʯ
ʹ͍ͭͯ
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　1　違法な長期間労働を許さない取組の強化

　2　メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化

　3　社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化

長野࿑ಇہ࿑ಇ基४෦ಜ課
　全国の労働基準監督署において、平成28年４月から９月までに、長時間労働が疑われる10,059事業場
に対して監督指導を実施したところ、実に4,416事業場（総対象の43.9％）に違法な時間外労働が認めら
れ、このうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場が3,450事業場（違法な時間外労働が認
められた事業場のうち78.1％）にも上りました。
　長時間労働の削減は喫緊の課題となっており、「日本再興戦略2016」（平成28年６月２日閣議決定）に
おいて、「労働基準法の執行の強化」が盛り込まれたほか、平成26年11月に施行された「過労死等防止
対策推進法」に基づき、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（平成27年７月24日閣議決定）が
定められています。
　こうした状況の中、厚生労働省では平成28年12月26日、厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削
減推進本部」を開催し、違法な長時間労働を許さない取組の強化、メンタルヘルス・パワハラ防止のた
めの取組強化及び社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化を内容とした「過労死等ゼロ」緊急対策
を決定しました。
　今回は、この『過労死等ゼロ』緊急対策の概要についてご紹介します。

ʮա࿑ࢮθϩʯٸۓରࡦʹ͍ͭͯʮա࿑ࢮθϩʯٸۓରࡦʹ͍ͭͯʮա࿑ࢮθϩʯٸۓରࡦʹ͍ͭͯ

（1）　新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底
　企業向͚に新たなΨΠυϥΠンを定め、࿑ಇ時間のద正Ѳをపఈする。

（2）　長時間労働等に係る企業本社に対する指導
　ҧ法な長時間࿑ಇ等をෳの事業場で行うなͲの企業に対して、全社的なੋ正指ಋを行う。

（3）　是正指導段階での企業名公表制度の強化
　�ա࿑ࢮ等事案要݅にؚめるととに、一定要݅をຬたす事業場が2事業場生͡た場合公දの対
象とするなͲ対象を֦େする。

（4）　36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底

ʮա࿑ࢮθϩʯٸۓରࡦʹ͍ͭͯʢ֓ཁʣ

（1）　メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導
　�ෳのਫ਼ਆোの࿑ࡂೝ定が͋った場合には、企業本社に対して、ύワϋϥ対策ؚめݸผ指ಋ
を行う。

（2）　パワハラ防止に向けた周知啓発の徹底
　�メンタルϔルス対策にる企業事業場のݸผ指ಋ等のࡍに、「ύワϋϥ対策ಋೖマχϡΞル」
等を活༻し、ύワϋϥ対策の必要性、予・解決のために必要な取組等ؚめ指ಋを行う。

（3）　ハイリスクな方を見逃さない取組の徹底
　長時間࿑ಇ者にؔする情報等の産業ҩのఏڙをٛ付͚る。

（1）　事業主団体に対する労働時間の適正把握等について緊急要請
（2）　労働者に対する相談窓口の充実
　�࿑ಇ者͔ら、間・ٳ日に相談を受͚付͚る「࿑ಇ݅相談΄っとϥΠン」の開ઃ日を増Ճし、
ຖ日開ઃするなͲ相談૭ޱをॆ実させる。

（3）　労働基準法等の法令違反で公表した事案のホームページへの掲載
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ણҡՃٕज़ͱγʔϧ͢Δػ

　長野・善光寺門前で麻
問屋（春日商店）として
創業し、屑麻と屑絹（繭
毛羽）を材料とするパッ
キング材（絹麻パッキン）
の開発により製造業へと
シフトしたNiKKi	Fron。
以来、開発型企業としてグローバル市場で高く評
価される同社事業には、絹麻パッキンの繊維加工
技術とシールする（密閉する）機能が脈々と受け
継がれています。
　繊維加工技術の延長にあるのが、ガラス繊維、
樹脂などを材料とするGFRP（ガラス繊維強化プ
ラスチック）。マニュアル車に使われるクラッチ
フェーシング（摩擦材）では国内トップクラスの
開発メーカーであり、国内全自動車メーカーへの
納入実績があります。マニュアル車の主力市場が
海外にシフトした現在も2010年に設立したタイ
工場を活用して東南アジアから中東までのアフ
ターマーケット市場においてトップシェアを誇り
ます。
　現在、国内で新たに手がけているのが、CFRP
（カーボン繊維強化プラスチック）。金属と同様以
上の強度をもちながらはるかに軽量で、工業分野
ではボーイング787の機体にも採用されている最
先端素材です。同社は関連会社の㈱hide	 kasuga	
1896が開発したソフトカーボン（革に近い柔ら
かな質感を持つCFRP）の製造元として、高級志
向の消費者をターゲットにした商品（名刺ケース、
コインケース、財布、ランドセル、等々）向けに
ソフトカーボンを供給しています。
　一方、シールする機能を受け継ぐのが、耐熱・
耐水・耐候・耐薬品性にすぐれたふっ素樹脂を使っ
た製品の開発・製造。社内一貫生産体制を持つ数
少ないメーカーとして、半導体、化学プラント、
自動車、産業機械など各分野に製品を供給してい
ます。
　さらに20年ほど前から精密機械組立事業にも
進出。大手プラスチック成形メーカーへの各種機
械のOEM供給のほか、メンテナンス等も行って
います。

ੈքͰউෛͰ͖Δ
ԽڧՁྗΛݪ

　「ふっ素樹脂製品で40年作り
続ける主力製品のひとつがダイ
ヤフラム。屈曲性のある素材で
流体を制御する弁として使われ
る部品です。実はリーマン
ショックの時、これが収益の足
を引っぱっていることが分かり、
１年かけて事業継続の可否を検討しました。その
結果、好不調の波が激しいふっ素樹脂製品群の中
においては、むしろ安定した受注があることが判
明。成形品質を高め、生産性の向上を図れば安定
的な収入源になる可能性を見出しました」。
　同社ではものづくり補助金を活用。異物混入に
よる歩留まりの悪さを解消するためクリーンルー
ムを導入し、工程一体化など生産性向上を目指し
た設備投資も行いました。その結果、現在では採
算性が確保され、最も安定した製品として収益性
に貢献しています。
　「必要な設備投資を行い品質向上を図り、持続
的に生産性改善を行うことで、世界で勝負できる
原価力を強化していきたい」と春日社長は話し、
補助金はそのための有効な原資と考えます。
　「限られた大口顧客にたよる事業スタイルでは
縮小の一途。自立的に成長していこうと旗を掲げ
ました。それが日本機材の愛称であったNiKKiに、
フロンティアの気持ち（Fron）を込めた現社名
なのです」。

NJ,,J 'SoOࣜגձࣾʢࢢʣ

/J,,J 'SPOࣜגձࣾ
代　　ද　代ද取締社長　य़日孝೭
　　業　189�（໌29࣏）年9月
ઃ　　ཱ　19��（ত19）年2月
資 本 金　5000ສԁ
本　　社　長野市ึอ�09�2
　　　　　5&-�02��29��9031　'"9�02��29���1�0
事業内容　ػ�能थࢷのઃ計・・Ճ工、'3P

の、ਫ਼ີػցの組ཱなͲ

ふっ素樹脂、FRPなどの最先端素材と加工品で
グローバル競争に勝ち抜く開発型企業。

ふっ素樹脂製品群

クリーンルーム

クリームルーム内での
製造風景
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τοϓΫϥεͷݝ
૯߹ݐઃίϯαϧλϯτ

　道路、河川、砂防、
公園、上下水道など社
会インフラ整備に欠か
せないのが、計画・調
査・設計等のコンサル
タント業務を担う設計
コンサルタントです。
　アンドーは1962（昭和37）年、測量会社（安
藤測量設計事務所）として創業後、建設コンサル
タント業務にシフト。設計・コンサルティング、
環境アセスメント、測量、補償業務の各分野で技
術力を発揮する技術者集団、総合建設コンサルタ
ントとして県内トップクラスの実績を誇ります。
　「最近は既存施設の点検・保守といった仕事が
増えています」と平林正守社長。公共工事におい
ても時代のニーズが色濃く反映し、構造物や施設
等の新設主体からメンテナンス業務にシフトしつ
つあるようです。
　一方、国土交通省では建設現場の生産性向上に
向け、測量・設計・施工・管理にいたるすべての
プロセスでICT（情報通信）の活用を前提にした
新基準を導入する「i-Construction（アイ・コン
ストラクション）」の取り組みをスタート。工事
現場でのUAVを活用した土木工事管理、施工状
況管理なども徐々に行われるようになってきてい
ます。
　「測量の仕方そのものが変わっていく中で、我々
も新しい技術にいち早く着目して設備投資してい
かないと遅れてしまう。つねに新しいものに挑戦
していきたいと考えています」。

৽ͨͳࢢͷ֦େΛͯ͠ࢦ

　平林社長がそう話すように、同社では５年ほど
前、UAV（無人航空機）、いわゆる「ドローン」
を使った次世代測量技術に注目します。
　実機で行っている、GPSと３D解析ソフトを利
用した航空レーザー装置を小型・軽量化しUAV
に搭載することで、低高度・高解像度での撮影が
可能になり、測量精度がかなり上がる。そう考え、

開発に挑戦。岐阜
大学の研究会など
にも参加し、さま
ざまな分野の研究
者・技術者と交流
しながら技術ノウハウを積み上げてきました。
　そして、ものづくり補助金を活用し、小型・軽
量化した装置を開発。UAVにも独自の改良を加
え、高精度かつ安価、スピーディーな３次元計測
を実現しました。現在、業務に使用し精度の検証・
改善を行いながら、さらなる精度向上に取り組ん
でいます。
　「実際に使いながらノウハウを積み上げ、いか
に顧客のさまざまな要望に応えられるようにする
かが勝負。まだスタートラインに立ったところで
すが、導入成果は確実に出てきています。今後さ
らに活用領域も広がっていくと期待しています」

と平林社長。
　今後UAVによる
計測技術が公共工事
でも認められ、活用
が始まると予想。い
ち早く運用実績とノ
ウハウを蓄積するこ
とで新たな市場への
拡大を目指していま
す。

ʣࢢձࣾΞϯυʔʢদຊࣜג

ձࣾΞϯυʔࣜג
代　　ද　代ද取締　平ྛ正क
　　業　19�2（ত3�）年
資 本 金　��20ສԁ
本　　社　দ本市ౡ内3�81�1
　　　　　5&-�02�3��8�0�80　'"9�02�3��8�03�0
事業内容　総合ݐઃίンαルタント業

総合建設コンサルタントの“新たな力”を目指し、
UAVによる次世代測量技術にチャレンジ。

松本市青島	土地区画整理事業

独自開発した装置を積んだUAV

レーザー計測した全体鳥瞰データ

断面図



20

　きれいな真っ白な歯できれいな歯並びであっ
たなら、きっとその人の笑顔は若々しく自信に
満ちたものでしょう！
　多くの方が成功者に持つイメージは、快活で
明るい笑顔ではないでしょうか？昨年11月、ア
ラインテクノロジー社が「成功者に求められる
“歯並び”」について、というおもしろいアンケー
ト調査を行いましたのでご紹介します。これは
日米合計800人のアンケート調査です。
　まずは、成功するためには、見た目の良さが
重要だと思うかを調査。
　重要だと感じる人が、日本人で95%、アメリカ
人で65%でした。日本人のほとんどが成功には見
た目が重要と考えていました。
　では、リーダーの見た目で“歯”は気になり
ますか？という質問には、日米合算でリーダー
の“歯”が気になる人は７割。
　歯並びがきれいなほうが成功者に見えるかど
うかの調査では、「成功者に見えるには歯並びが
よいほうがいい」が女性で70%、男性で55%で女
性が男性の1.3倍でした。できるリーダー像に
とって歯並びは重要といえるでしょう。
　それでは、自分の“歯並び”に自信があるか
どうかではどうでしょうか？
　日本人は「どちらかといえば自信がある」を
合わせても、37％にしかなりませんでした。大
多数の人が「自信がない」という結果に。対し
てアメリカは「自信がある」は84％とほとんど
の人が自信があると答えました。
　“歯並び”を気にし、自信が持てない日本人。
それなのに歯列矯正をしたことがあるのは日本
人でたったの14％。アメリカでは58％と日本の
約４倍もの人が治療を受けています。

　ではなぜ日本人が矯正治療を受けないので
しょうか？アメリカでは「矯正に抵抗がある」
人が23%なのに対し、日本では56%が「抵抗があ
る」と回答しています。また矯正に対するイメー
ジについて聞いたところ、日本では「笑った時
に見えるから抵抗がある」といった回答が多い
のに対し、アメリカでは「美的だけではなく、
健康のために大変重要である」といった回答で
した。
　日本では歯列矯正は見た目を治すというイ
メージで捉え、アメリカでは健康のためと捉え
ているようです。
　そろそろ日本でもきれいな歯並びが健康面で
もビジネス面でもいい影響をあたえることを認
識し、親としてこどもの将来のために早いうち
から歯列の問題を解決しておくことを考えては
いかがでしょうか？
　大人になってからでは、確かに装置が見えて
恥ずかしいと思われるかたもいらっしゃるで
しょう。しかし朗報もあります。
　インビザラインに代表されるアライナー治療
では（芸能人も多く治療をしている）透明で全
く見えない装置で矯正治療をできる時代にも
なってきました。自信に満ちた充実した人生を
送っていただくために歯科矯正の果たせる役割
は大きいと感じています。

健 康 の 話

成功者と歯並び
茅野市　たんぽぽ歯科クリニック　院長　小塚　一芳
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৴भΈΒ͍νϟϨϯδอূ

詳細については、おۙくの信༻อ証協会૭ޱまでおい合Θせください。

֓　　　　　　要

ご 利 ༻
いただ͚るํ

の要݅をຬたすํ࣍
ᶃ�取引金༥ػ （ؔメΠンまたは४メΠン金༥ؔػ）との間で証ॻି付、खିܗ付、ି࠲ӽ、
ׂ引、社࠴引受等による取引が３年以上͋り、อ証申ࠐ時でͦの取引ߴが͋るํ
ᶄ事業承継等の経営課題を๊え、ͦの解決に取り組Ήํ
※お申ࠐΈはメΠンまたは४メΠン金༥ؔػを௨͡てお願いいたします

ݶ 度 ֹ １ԯԁ以内
対 象 資 金 ӡస資金ٴͼઃඋ資金
อ 証 期 間 ӡస��̓年以内　　ઃඋ��10年以内（ਾஔ期間１年以内をؚΉ）
ฦ ࡁ ํ 法 分ׂฦࡁ（ただし、期間１年以内の場合は一ׅฦࡁՄ）�

信 ༻ อ 証 ྉ
年0�25ˋ〜1��0ˋ
※௨ৗより0�2ˋいอ証ྉ率でご利༻いただ͚ます
※有୲อׂ引、中小企業会計ׂ引のద༻Մ能です�

ି 付 利 率 金༥ؔػ所定の利率
連 ଳ อ 証 人 ଇとして法人の代ද者をআきෆ要ݪ
୲ อ 必要に応͡てごఏڙいただきます

ఴ 付 ॻ 類 所定の申ࠐ資ྉのଞ、申ࠐ人資֨要݅等֬ೝॻٴͼ課題֬ೝॻのఴ付が必要となります
※ॻ式は、協会ホームϖージ（お٬様༻ॻ式μンローυϖージ）にࡌܝしています��

ホームページ　http://www.nagano-cgc.or.jp　　　E-mail　hosyo@nagano-cgc.or.jp

中小企業のグッドパートナー＆ベストサポーター

長野県のҬ経ࡁを支える中小企業の
皆さまの事業承継をは͡めとする経営
課題の解決を支援します。
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TEL：026-291-7000
FAX：026-291-7007
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◎理　事　会

◎通常総代会
※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いします。詳細につきましては後日ご案内致します。

M O N T H L Y  R E P O R T

知恵と力を合わせて信州を元気に

ୈ484号　平成29年３݄10発ߦ
ಡ料年ؒߪ 3000 ԁ（ফඅ੫・ૹ料ࠐΈ）
発行人　佐々木正孝

発行所　長野県中小企業団体中央会
　　　　長野市தޚॴԬాொ 131�10
　　　　長野ݝதখا業会ؗ内̐'
　　　　5&-�026�228�1171
印刷所　カシヨ株式会社

月
刊中小企業レポート

2017

3
No.484

☆働きやすい職場環境づくり
　「企業のࣾ会的（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権ڭҭのਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�͋ なたにで͖る。
　��ϥイϑスタイルのݟしで、
　　　̍人̍日̍Lgの$02 ʡݮ

　環境変化等に対応するため、中小企業単独では解決困難なテーマ（生産性の向上、取引力の強化、海
外展開、既存事業分野の活力向上、情報化の促進、技術・技能の継承等）について、中小企業連携グルー
プが改善・解決を図り新たな活路の開拓を目指すプロジェクトを支援します。（本事業の支援対象とな
らない事業内容による申請が増えてきておりますので、ぜひ本会までご相談いただきますようお願い申
し上げます。）
　平成29年度事業の募集を開始しました。
　　【支援対象者】�中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業の連

携グループ
　　※�特定非営利活動法人（NPO法人）、公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、３名以上の中

小企業者が共同出資をしていない会社組織（株式会社等）等は支援の対象となっておりませんの
でご注意ください。

　　【応募受付期間】　�平成29年２月８日（水）〜４月28日（金）（消印有効）
　　　　　　　　　　（第１締切�平成29年３月10日（金）、第２締切�平成29年４月28日（金））
　　【補　助　率】　補助対象経費の10分の６以内
　　【補助対象となる事業種類等】事業内容等の詳細は、「各事業募集要綱」を必ずご覧ください。

中小企業連携プロジェクトを支援します
～中小企業活路開拓調査・実現化事業～

平成29年度  長野県中小企業団体中央会
理事会・通常総代会開催のお知らせ

事業の種類 「略称」

■中小企業組合等活路開拓事業
　　調査研究、ビジョン作成、試作開発・実証実験、国内・海外展示会出展・開催

「一般活路」
「展示会」

■組合等情報ネットワークシステム等開発事業
　　基本計画策定／情報システム構築

「NW」

■連合会（全国組合）等研修事業
　　課題解決、戦略的経営管理、活路開拓等研修等

「連合会研修」

日時 �平成29年４月25日（火）午後１時　場所 �長野市「ホテル信濃路」

日時 �平成29年５月23日（火）午後２時　場所 �長野市「ホテルメトロポリタン長野」
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